
環境・温暖化対策調査会 政策提言 

危機管理投資としての気候変動適応 ―変化の時代を切り拓く未来志向の戦略を― ポイント 

令和８年６月４日 
 
気候変動による影響が顕在化する中、国民の生命・暮らしや様々な分野の経済活動等に対し広範かつ

甚大な被害を生ずるおそれがある。こうした被害を最小化するためにも、官民を挙げた適応策による万

全の備えを進めることが必要。 

適応への事前投資は長期的に経済全体として２～10 倍の便益が見込まれる。適応の技術は日本が世界

をリードできる成長分野。まさに適応はビジネスチャンスでもある。日本列島を強く豊かにしていくた

め、本提言を骨太の方針にインプットするとともに、気候変動適応計画に反映させ、深刻な気候変動影

響に対する危機管理投資を政府一丸となって断行し、未来志向の適応の社会実装を加速化すべきである。 
 

１．生命や暮らしに関わる深刻な影響に対するメリハリをつけた危機管理投資 

（１）深刻な影響に対する危機管理投資 

以下の項目を含め気候変動影響評価報告書で特に優先的に対応すべきとされた影響について、令和８

年度中に見直す気候変動適応計画において対策の重点化を図ること。 

・健康:屋外で働く者への熱中症対策の推進、地域における熱中症対策の推進支援等によって、早期に熱

中症死亡者 1,000 人を下回ることを目指すこと。2030 年までに全国のクーリングシェルターを指定し

ている市町村の割合を 100%にすることも含めて、熱中症対策実行計画を今年度見直すこと。 

・防災・・インフラ:ハード・ソフト対策による流域治水、グリーンインフラ活用による国土強靱化、自立

分散型エネルギー設備導入等による地域防災レジリエンスの強化を推進すること。 

・食料:農林業における高温耐性品種やスマート技術を含む生産安定技術の開発・導入、育種（品種改良)

による養殖に適した性能を持った種苗の開発・普及等を進め、産地の連携やサプライチェーン全体での

取組を推進すること。 

・生態系と自然管理:緩衝地帯の管理を含む鳥獣対策、外来生物対策、自然共生サイトの認定促進、生態

系等のモニタリングの拡充、ネイチャーテックの開発・実装を推進すること。 

（２）「次期気候変動適応計画」に基づく確実な適応の推進 

・環境省は気候変動適応推進会議を主導し、政府の適応に関する予算を取りまとめるとともに、気候変動

適応計画に官民投資額の目標を設定することで、民間投資も含む社会全体の適応を加速化すること。 
 
２．気候変動適応の国内外の社会実装の多面的展開 

（１）地方と暮らしの課題解決にも貢献する未来志向の社会実装の促進 

・産業形態や災害リスク等の実情を踏まえた地域の適応を実践するため、便益が明確な適応先進モデル

地域を 2030 年までに 30か所創出し、適応策の社会実装の突破口を開くこと。 

（２）ビジネス競争力強化と我が国のサプライチェーンの強靱化 

・防災対策、フードテック等の適応ビジネスの促進を通じた競争力強化のため、製品・サービスの開発・

実用化やその効果の見える化等、適応ビジネス推進のための環境整備を行うこと。 

・気象災害の早期警戒システム等に代表される日本の優れた適応技術をもつスタートアップを含む民間

企業の海外展開を強力に支援するため、途上国にパッケージ展開等を推進すること。マレーシア、カン

ボジア等の途上国において、我が国の早期警戒システムを 2030 年までに 10 都市で実装することを通

じて、サプライチェーン強靱化を進め、経済安全保障の強化に貢献すること。 

・気候リスクマネジメントや適応ビジネスによる企業の持続的成長性と金融や投資の好循環を生み出す

ため、適応ファイナンスに関する支援ツールを整備すること。 

（３）気候変動危機にさらされる世界の未来を守るイニシアティブ 

•・ 国際ルールづくりに積極的にコミットし、関係ガイドライン作成等を主導するとともに、日本の民間

セクターによる技術支援を促進すること。 
 
３．あらゆる関係者の適応の重点化のための科学の推進 

・関係者の意思決定を円滑化し、取り組むべき適応の優先順位を明確化し、最適な適応策の組み合わせや

実施判断を可能とするため、経済影響等について定量化、社会的影響の解像度の向上、適応策の効果

の評価手法の開発等を行い、気候変動適応センターの取組強化を進めること。 
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環境・温暖化対策調査会 政策提言 

危機管理投資としての気候変動適応 

――変化の時代を切り拓く未来志向の戦略を―― 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 ４ 日 

自由民主党政務調査会 

環境・温暖化対策調査会 

はじめに 

（気候変動により、我が国は取り返しのつかないリスクにさらされている） 

我々は既に気候変動の影響下に生きている。2025 年の夏は平均気温が過去最高と

なる記録的な暑さに見舞われ、2024 年には熱中症の死亡者数がはじめて 2,000 人を

越え、同年に過去最少を記録した交通事故死亡者数に迫る勢いである。昨今の米の品

質や収量の低下の要因の１つに気温上昇が挙げられており、風水害の激甚化も予想さ

れている中で、農産物の供給不安やインフレのリスクが高まるとの指摘がある。 

このような気候変動は、国民の生命・暮らしや様々な分野の経済活動等に対し広範

かつ甚大な被害を生ずるおそれがある。被害を最小化するためにも、適応策により、

影響の深刻化に対し、官民を挙げて後悔しない万全の備えを進めることが必要である。 

 

（気候変動は暮らしや経済へも危機的影響を及ぼす） 

国民生活のレベルで見ても、夏の子供の外遊びや学校教育における屋外活動の影響、

地域の特産物の収量品質低下による生計影響など、暮らしの変容を余儀なくされてい

る。さらに、熱中症患者の増加によって医療や救急搬送の現場負担が上がり、建設や

農業といった屋外の労働現場の労務負担が増加している。こうした影響は、人口減少

や少子高齢化に伴う諸課題を抱える我が国の地域の暮らしに追い打ちをかける。地域

の社会におけるすべての人が取り残されないよう対策が必要である。 

一方、世界に目を向ければ、ウクライナ紛争や中東情勢の悪化等に伴いエネルギー

情勢が緊迫化している。我が国は、エネルギーの大半を海外の化石燃料に依存してお

り、エネルギー安定供給・・経済成長・脱炭素の同時実現の観点からも、再生可能エネ

ルギーを始めとする国産エネルギーの確保や省エネルギーの推進に取り組む必要が

あり、適応策の実施にあたってはこれらの気候変動対策とシナジーを発揮して、進め

る必要がある。加えて、我が国のサプライチェーン上の重要な途上国における自然災

害の深刻化が、我が国の経済安全保障上の重大な脅威となっている。サプライチェー

ン強靱化を視野に入れた国際協力によるレジリエンス強化が喫緊の課題である。 

 

（適応は、強く豊かな日本を作るための危機管理投資） 

アジアの投資機関が構成する民間団体は、現在の気候政策では、日本の経済損失は

2050 年までに 952 兆円に上るおそれがあると報告している。その一方で、こうした負

の影響に対する適応への事前投資は長期的に経済全体として約２～10 倍、平均約４
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倍の便益効果があるとされる。また、国連環境計画（UNEP）によれば、途上国の適応

資金ニーズの潜在的市場規模は、2030 年まで年間最大約 54 兆円にのぼる。日本には

早期警戒システム（EWS）をはじめとした優れた適応に関する技術が存在しており、適

応の技術は日本が世界をリードできる成長分野である。さらに、国内においても、ゲ

ノム編集等の先端技術を活用した水産技術など、気候変動を機と捉えた新たなビジネ

スが生み出されており、官民連携による適応を進めることは、まさに経済対策であり、

危機管理投資に他ならない。 

 

（「気候変動適応計画」を変化しつづける時代を切り開く戦略として位置付け） 

日本列島を強く豊かにしていくためには、予防原則にたって、未来志向の対策を早

急に実施しなければならない。そのため、気候変動適応計画を、変化しつづける時代

を切り拓く戦略としてとらえ直すことが必要である。人口減少下における国土・イン

フラ・地域・国民の暮らしを含む社会・経済システムを強靱化すべく、政府に対して

以下のとおり提言する。 

本提言を骨太の方針にインプットするとともに、今年度中に改定することを予定し

ている気候変動適応計画に反映させ、深刻な気候変動影響に対する危機管理投資を政

府一丸となって断行し、未来志向の適応の社会実装を加速化すべきである。 

 

政策提言 

１．生命や暮らしに関わる深刻な影響に対するメリハリをつけた危機管理投資 

（１）深刻な影響に対する危機管理投資 

第３次気候変動影響評価報告書において重大性、緊急性、確信度の観点から特定し

た特に優先的に対応が必要な影響に留意し、深刻な影響の軽減回避のための危機管理

投資を推進するため、今後、重点的に適応策を推進するための施策を次期気候変動適

応計画に位置づけるとともに、関係府省庁が連携し、必要な予算措置を講ずること。 

 

【健康】 

• 熱中症による死亡者数は近年増加傾向にあり、直近は年間 1,500 人程度と高い水

準。現行の熱中症対策実行計画に掲げる「熱中症死亡者半減」との中期目標から乖

離している実態を認識し、まずは早期に死亡者1,000人を下回ることを目指して、

以下の対策を講じること。 

• 労働災害防止対策として労働安全衛生規則により令和７年に義務化された熱中症

対策の措置を徹底するとともに、特に農業従事者や建設労働者等、屋外で働く者

の労働環境の改善のためにも、・「農作業における熱中症等対策総合パッケージ」や、

「建設工事における猛暑対策サポートパッケージ」に基づき、熱中症対策の推進

に取り組むこと。 

• 国民一人ひとりが自ら熱中症予防に取り組むことができるよう、早期からの各省

一丸となった「熱中症予防強化キャンペーン」の全国展開や、自治体や地域の関係
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団体による高齢者や子どもの見守り・声かけを徹底するとともに、暑い時期に開

催されるイベントにおける熱中症対策について周知徹底を図ること。 

• さらに、省エネ性能向上により光熱費が節約され冷房を入れやすい暮らしにつな

がる住宅断熱化を推進すること。また、子どもを熱中症から守るため、学校施設へ

の空調設備整備や適切な活用の促進等に取り組むこと。 

• 地方自治体と地域気候変動適応センターが連携して、例えば、クーリングシェル

ターの効果的・効率的な配置や防災の対応と一体となった熱中症対策の推進等の

現場の熱中症対策を円滑に推進可能とするための支援を行うこと。こうした地域

支援の取組を通じて、2030 年までに全国のクーリングシェルターを指定している

市町村の割合を 100%とすること。 

• 以上の点を、今年度に改定する熱中症対策実行計画の見直しに反映すること。 

 

【防災・インフラ】 

• 水災害の激甚化・頻発化に対応するため、河川、ダム、下水道の整備等を加速しつ

つ、あらゆる関係者が協働してハード・ソフト対策に取り組む流域治水、土砂災害

対策、地域の雨水貯留浸透機能の向上等により防災・減災に資するグリーンイン

フラ活用、都市のレジリエンスの向上、港湾関係者が協働して気候変動への適応

水準や適応時期に係る共通の目標等を定め協定等に基づきハード・ソフト一体の

各種施策を進める「協働防護」の推進、激甚化・頻発化する高潮・高波による災害

等から人命や財産を守るための海岸堤防の整備等をはじめ、再生困難な荒廃農地

を湿地化することで一時的な雨水貯留機能を高め下流の流量抑制に寄与する NbS

（自然を活用した解決策）の実践等による国土の強靱化を進めること。 

• 気候変動により頻発化する大雨等の災害やエネルギーに関する外部環境変化等へ

の地域のレジリエンスを高めるべく、防災拠点や避難施設等への再生可能エネル

ギー・・蓄電池導入や、地域の未利用資源活用、設備導入等を担う地域人材の育成等

を推進する。こうした取組を通じ、地域と共生したエネルギーの地産地消を進め

ることで、地域資源を活用したレジリエントなエネルギー・経済循環を強化する

施策を講じること。 

 

【食料】 

• 農林業における高温耐性品種やスマート技術の活用も含めた高温等に対応した生

産安定技術などの開発・普及、豪雨や渇水に強い水利施設の整備等を推進するこ

と。水産業においても、天然資源に依存しないかつ、育種（品種改良）による養殖

に適した性能を持った種苗の開発・普及、海面養殖に加え陸上養殖技術も用いた

養殖体制の構築を進めるとともに、漁獲対象種・漁法の複合化など新たな操業へ

の転換等により気候変動による海洋環境の変化への対応を図ること。こうした取

組について、産地の連携やサプライチェーン全体での取組を推進し、持続的な食

料安定供給の確保等に向けた農林水産業の適応策を強化すること。 
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【生態系と自然管理】 

• 積雪深の減少などを含む複合要因によりニホンジカ・イノシシ・クマ等の野生鳥

獣の分布が拡大しているとともに、サンゴ礁の白化の頻発化など沿岸生態系にお

ける構成種・分布域の変化の顕在化といった生態系の変化やそれによる社会・経

済への影響が生じている。緩衝地帯の管理を含むニホンジカ・・イノシシ・クマ等の

野生鳥獣対策、クビアカツヤカミキリ、外来水草類、ヒアリ等我が国に侵入・定着

しやすくなるリスクのある外来生物対策（気候変動と外来生物の関係の情報収集

を行いつつ、より実効性のある対策の検討を含む。）、藻場・干潟等及び生物共生型

港湾構造物、水辺等の保全・再生・創出、白化が進むサンゴ礁等も含めた自然共生

サイトの認定促進等、生態系の管理・・回復等に係る取組を推進し、ネイチャーポジ

ティブの実現を図ること。また、取組の基盤となる生態系の変化を把握するため

モニタリングを拡充することとともに、取組の高度化及び効率化に資するネイチ

ャーテック（自然関連技術）の開発及び実装を促進すること。 

 

【水資源】 

• 2025 年から 2026 年にかけて冬季の降水量が減少し九州～東日本太平洋側を中心

に渇水状態にあった。また春先の田植えに必要な時期に河川流量が減少するとの

報告がある。無降水日数の増加等深刻化が懸念される。さらに、複数の地域におい

て地下水位の低下も予測されている。関係者が連携して渇水による被害を軽減す

るための対策を定める時系列の行動計画である「渇水対応タイムライン」の作成

により、渇水発生時の深刻度に応じて、情報提供や給水制限、時間断水等の渇水対

策を推進すること。 

 

（２）「次期気候変動適応計画」に基づく確実な適応の推進 

我が国の気候変動影響に対する危機管理投資を推進するため、政府一丸となって対

策を推進するべく、環境省が政府の気候変動適応推進会議を主導し、次期気候変動適

応計画を確実に実行すること。 

• 前記の取組の確実な進展のため、環境省は政府の適応に関する予算を取りまとめ

るとともに、気候変動適応計画に適応に関する官民投資額の目標を設定すること

により、民間投資も含む社会全体の適応を加速化すること。 

• 予想される影響による社会・経済的な被害に対して十分な効果のある適応策が実

施されているか、次期気候変動適応計画に基づく施策について進捗管理・評価し、

今後の政策に反映すること。 

• 将来予測に示されたように、気候変動影響が将来にわたって生じるおそれがある

ことを前提として、関係省庁の行う施策に適応を組み込むことにより、分野間の

施策の相乗効果を最大化すること。そのうえで、地域の抱える様々な課題解決に

も資するよう、自治体の支援に当たっても関係省庁が連携すること。 
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• 関連施策の推進のためには、適応の重要性について、関係者が十分に理解するこ

とが重要。地方公共団体、民間企業、個人等のあらゆる関係者の適応を推進するた

め、適応の推進の重要性を発信するとともに、関係者が直接的に実感できる効果

や社会変革につながる適応の明るい側面にも着目し、適応に取り組むべき主体と

のコミュニケーションを強化すること。また、各省と連携しつつ令和９年３月か

ら開催される GREEN×EXPO・2027（２０２７年国際園芸博覧会）を気候変動影響や

適応の情報発信の場として活用すること。 

 

２．気候変動適応の国内外の社会実装の多面的展開 

（１）地方と暮らしの課題解決にも貢献する未来志向の社会実装の促進 

第３次気候変動影響評価報告書では、現に起きている影響のみならず、将来的に影

響が深刻化することが予測されており、加えて、地政学的な不確実性や、人口減少・

高齢化による国土管理の困難さが高まること等と相まって、地域への社会・経済に対

する危機的影響を及ぼす可能性がある。こうしたリスクを回避するために地域の適応

の実装が重要であるが、一朝一夕で達成されるものではない。このため、本年度の気

候変動適応計画の改定を機と捉え、先手先手で適応策の実装を促進すること。 

• 地域における産業別労働人口や特産品、災害リスク等の実情を踏まえた、地域の

適応の実践を推進するため、関係府省庁の連携のもと、分野の垣根を超えた適応

策を実証し、横展開を図ること。 

• 例えば、夏季のスキー場の新たな活用とサステナブルな経営、捕獲量が増えたブ

リのブランド化といった地域産業活性化等、地域課題を同時に解決するような特

に自治体にとっての便益が明確である適応を推進し、またその効果について検証

を行うことにより、適応策の社会実装の突破口を開くこと。これらの取組を通じ、

2030 年までに適応先進モデル地域を 30 か所創出すること。 

• 途上国における適応の経験を我が国のレジリエンス強化に活かすことも可能であ

り、海外の事例を含む、現場における様々な地域の適応策の実施事例について、幅

広く情報収集を行うとともに、気候変動適応センターの「気候変動適応情報プラ

ットフォーム（A-PLAT）」や広域協議会・気候変動適応センターのネットワークを

介し、全国展開を図ること。 

 

（２）ビジネス競争力強化と我が国のサプライチェーンの強靱化 

2027 年３月期以降、SSBJ 基準に基づく気候リスク開示が順次適用されることとな

っている。2027 年３月期から時価総額３兆円以上のプライム市場上場企業に適用さ

れるのを皮切りに、2029 年３月期には 5,000 億円以上の企業まで適用範囲が拡大さ

れる。特に大企業にとって気候変動による物理的リスクは経営上の重要課題となって

いる。顧客や投資家などからの信頼を得るためには、事業に与える気候変動の影響を

評価して、財務情報として開示することが前提となりつつあり、民間企業が気候変動
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による物理的リスクに対して十分な対策を取ることができるよう支援を行うことが

不可欠である。 

こうした中、気候変動による社会変化を新たな事業機会と捉えた適応ビジネスが出

現してきており、民間企業における気候変動対策は新たなフェーズを迎えている。こ

のことからも、日本が他国に優位性を持つ適応に係る技術等を活用したビジネスを推

進することで、企業の競争力を強化することが重要。これにより途上国の強靱性が高

まることは、我が国のサプライチェーンの強靱化に寄与するものであり、国際協力を

双方にとって有益な関係に高めることができる。 

• 適応ビジネス（防災対策、フードテック、ネイチャーテック等の適応に関する新た

な事業等）の促進を通じた競争力強化のため、スタートアップ支援の枠組みを活

用した製品・サービスの開発・実用化やその効果の見える化、先進的な事例の情報

展開等、ビジネス推進のための環境整備を行うこと。 

• 自然災害の早期警戒システムや農業分野における生産安定技術等に代表される日

本の優れた適応技術には、途上国を中心とした巨大な適応ビジネス市場を席捲す

るポテンシャルがある。特に気象災害の早期警戒システム等に代表される日本の

優れた適応技術を持つスタートアップを含む民間企業の海外展開を強力に支援し、

新たな経済成長機会を創出すること。これにより、マレーシア、カンボジア等の途

上国において、我が国の技術による早期警戒システムが実装された都市を 2030 年

までに 10 都市創出すること。 

• 官民連携による早期警戒システム導入促進イニシアティブを通じ、日本企業に関

係する生産現場、工場、流通経路などにおいて、早期警戒システム及び適応に資す

る製品・サービスを途上国にパッケージ展開し、サプライチェーンの強靱化を進

め、経済安全保障の強化に貢献すること。 

• 民間企業が自身の気候変動によるリスクを把握し、適切な適応を進めることがで

きるよう、気候リスクマネジメントを推進するため、産官学のネットワークを通

じて、共通シナリオやデータ等の必要な気候変動やその影響の情報交換が進むよ

う措置すること。 

• 気候リスクマネジメントや適応ビジネスによる企業の持続的成長性と金融や投資

の好循環を生み出すため、地域金融機関を含めた金融機関が活用可能な適応ファ

イナンスに関する支援ツールを整備すること。 

 

（３）気候変動危機にさらされる世界の未来を守るイニシアティブ 

近年、国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）においては、2015 年にパリ協定が

定められて以来、適応や損失と損害に関し、指標策定等による適応の実装が議論の中

心となりつつある。特に、パリ協定に参加する途上国は気候変動影響により重大な危

機にさらされており、適応技術の導入が求められており、民間企業の技術的な貢献や、

官民資金の動員についても期待が高まっている。 
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この点、我が国の持つ様々な技術やサービスの海外展開を進めるためには、指標を

はじめ各種国際ルールについて我が国が主導して作成すべきである。そのうえで、災

害大国である我が国のノウハウの共有を行うとともに政府開発援助・（ODA）、民間投資、

ブレンデッドファイナンスを活用しながら、国際社会の安定と繁栄に貢献しつつ、我

が国のサプライチェーンの強靱化による経済安全保障に寄与すべきである。 

• 国際ルールに積極的にコミットし、気候変動枠組み条約下に設置された特に脆弱

な途上国の気候変動影響による損失と損害の対処のための枠組みを通じて、関係

ガイドライン作成等を主導するとともに、日本の民間セクターによる技術支援を

促進すること。 

• 国立環境研究所と協力しアジア太平洋の適応に関する情報基盤を継続的に運用し、

国家適応計画の策定や実施に必要なツールを提供する等、二国間協力を推進する

こと。 

• COP で議論が進められているベレン適応指標に関し、交渉に引き続き積極的に関与

するとともに、UNEP と連携してアジア太平洋の途上国の適応に係る知見を共有し、

適応施策の立案実施に関する人材育成を進めること等を通じてアジア太平洋の国

際協力をリードすること。さらに、アジア太平洋地球変動研究ネットワークを通

じ、気候変動影響及び適応に関する研究能力の向上を図ること。 

 

３．あらゆる関係者の適応の重点化のための科学の推進 

我が国の適応を効果的・効率的に推進するためには、科学的・定量的知見を元に、

その取り組みの優先度を見定め、国が必要な予算を投資していくことにより、将来に

おけるリスクを軽減していくことが必要不可欠である。さらに、国のみならず地方公

共団体や民間企業等の迅速かつ実効的な意思決定や経営判断によって、適応の社会実

装を加速化させることが重要であり、このために必要な定量研究を含む科学的知見の

充実のための研究を推進すること。・ 

• 関係者の意思決定を円滑化し、取り組むべき適応の優先順位を明確化するため、

２月に公表された第３次気候変動影響評価報告書の知見も活用し、経済影響等に

ついての定量化・（金価価 への換算等）や気候変動の影響の寄与度の評価や、社会

的影響の解像度の向上等に向けて、令和８年度中に検討を開始すること。 

• 関係主体による科学的知見に基づく最適な適応策の組み合わせや実施判断を可能

とするため、実行に要する時間も考慮した適応策の効果の評価手法の開発、全国・

地域の影響情報の活用手法の検討、AI を含む最新の情報科学技術を活用した情報

基盤の整備を行うこと。 

• AI の活用によるステークホルダー自ら実施可能な気候変動影響評価の手法等、AI

や市民科学の活用等による気候変動影響評価手法の変革を行うこと。 

• 気候変動適応を横串とした科学基盤の充実のため、気候変動適応センターの取組

を強化するとともに、関係の国立研究所との連携を図ること。  
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（参考） 

自由民主党 政務調査会 
環境・温暖化対策調査会 開催一覧 

 

 日程 議題 

第１回 ４月 21 日（火） 
気候変動適応に関する政府の取組みについて 

◼ 環境省、農林水産省、国土交通省 

第２回 ５月 14 日（木） 

気候変動適応に関するヒアリング① 

◼ 国立環境研究所 気候変動適応センター 

肱岡 靖明  センター長 

◼ 株式会社みずほフィナンシャルグループ 

武藤 めぐみ 常務執行役員 グループ副 CSuO 

第３回 ５月 21 日（木） 

気候変動適応に関するヒアリング② 

◼ 京都大学 

中北 英一  総長特別補佐 名誉教授（日本気象協会顧問） 

◼ 清水建設株式会社 

金子 美香  専務執行役員・環境経営推進室長 

第４回 ５月 26 日（火） 

気候変動適応に関するヒアリング③ 

◼ 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 

長谷川 利拡 理事長 

◼ リージョナルフィッシュ株式会社 

梅川 忠典  代表取締役社長 

第５回 ６月２日（火） ◇ 提言（案）について 


